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「JR 紀勢本線を未来へつなぐために」

　紀勢本線（新宮 ~ 白浜間）は、地域の暮らしや観
光を支える大切な交通手段です。しかし、JR 発足後
の利用者の大幅な減少（昭和 62 年度比約 76.7% 減）
により、将来的な路線の維持が課題となっており、令
和 5 年 10 月から紀勢本線活性化促進協議会新宮白浜
区間部会において同区間のご利用状況の共有、数値目
標の設定、目標達成に向けた利用促進策の議論・実施
等を行っています。
　2025 年 11 月 4 日から「特急くろしお」の増便実
証実験をはじめ、利用促進策を実施します（詳細 13
ページ）。皆様もこれを機に是非、鉄道をご利用くだ
さい。



　太地町の令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月 31日）決算の概要をお知らせします。
一般・特別会計を合わせた決算額は、歳入が 52億 1125 万 6千円、歳出が 49億 6305 万 7千円とな
りました。
　限られた予算を有効に活用し、町民の皆様の生活向上につなげる努力を今後も続けてまいります。

令和6年度・太地町の決算

会　計　別
一 般 会 計
国民健康保険事業
介 護 保 険 事 業
後期高齢者医療事業
くじらの博物館事業

歳　　　入
35億6,677万3千円
4億5,449万8千円
5億944万2千円
1億2,945万5千円
5億5,108万8千円

差　　　引
1億2,831万7千円

987万8千円
4,555万9千円
172万4千円
6,272万1千円

歳　　　出
34億3,845万6千円

4億4,462万円
4億6,388万3千円
1億2,773万1千円
4億8,836万7千円

企 業 会 計
水 道 事 業
公 共 下 水 道 事 業

8,499万4千円
5,002万円

▲ 966万1千円
▲2,062万5千円

9,268万5千円
6,973万3千円

令和６年度　会計別決算状況

※企業会計の歳入歳出差引の相違は消費税分

歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

その他(1)の内訳
　分担金及び負担金
　使用料及び手数料
　財産収入
　寄附金
　諸収入
その他(2)の内訳
　地方譲与税
　利子割交付金
　地方消費税交付金
　環境性能割交付金
　地方特例交付金
　配当割交付金
　株式等譲渡所得割交付金
　法人事業税交付金 

1,247万9千円
730万6千円
2,229万0千円

1億8,198万1千円
4,161万2千円

1,082万5千円
14万6千円

6,636万1千円
136万7千円
1,217万7千円
345万0千円
404万4千円
328万9千円

《グラフの解説》
　歳入を調達方法の面からみると、自主財源
と依存財源の二つに分類されます。
　自主財源とは、町が自ら徴収または収納で
きる財源で、当町の場合、歳入の約26％を
占めています。また、依存財源とは、国や県
から交付されるものや借入金などで、歳入の
約74％を占めています。

補助費等
2億3,109万5千円（6.7％）

扶助費
2億6,252万5千円（7.6%）

維持補修費
1,820万8千円（0.5％）

繰出金
1億9,154万9千円
（5.6%）

公債費（14.8%）

教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産業費

労働費（0.0%）
3万5千円 衛生費

民生費

総務費

議会費

（4.1%）

（8.3%）

（2.4%）

（5.5%）
（1.7%）

（29.4%）

（22.1%）

（9.4%）

（2.2%）

10億1,152万6千円

7億6,067万8千円

3億2303万5千円

7,611万2千円

2億8,672万円

1億4,231万3千円

8,285万1千円

5億801万5千円

1億8,755万6千円
5,961万5千円

歳出合計
34億3,845
万6千円

人件費
6億2,900万8千円
（18.3％）

性質別歳出
の合計
34億3,845
万6千円

物件費
6億2,707万2千円
（18.2％）

公債費　5億801万5千円（14.8％）

積立金　3億4,000万3千円（8.9％）

投資及び出資金・貸付金
0円（0.0％）

投資的経費
6億3,098万1千円
（18.4%）

（6.9%）
2億4,512万4千円

（3.5%）

（16.5%）

（2.9%）

（5.9%）

（7.4%）

（43.8%）

その他（2）

町債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

その他（1）

繰越金（3.7%）

繰入金（9.4%）

町税
2億1,044万5千円

3億3452万4千円
5億8840万円

1億2,609万9千円

1億165万9千円

1億3,185万1千円

2億6,566万
8千円

15億6,300万3千円

依
存
財
源
73.58％

自主財源26.42%歳入合計
35億6,677
万３千円

一 般 会 計一 般 会 計
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令和6年度・太地町の決算
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町債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

その他（1）
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町税
2億1,044万5千円

3億3452万4千円
5億8840万円
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1億165万9千円
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財
源
73.58％

自主財源26.42%歳入合計
35億6,677
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町民税
9,764万
9千円
（45.0％）固定資産税

１億138万5千円
（46.8％）

町税の合計
2億1,678万
7千円

各項目の町税を住民基本台帳による人口で
町民１人当りに換算すると、下記のように
なります。
　　　 ※住民基本台帳　人口　2,811人
　　　　　　 （令和７年３月末現在）

32,940円
35,554円
4,429円
1,011円
1,011円
74,946円

町 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
入 湯 税
合 計

入湯税
284万3千円
（1.2％）

町税の合計
2億1,044万
5千円

町民税
9,259万4千円
（44.0%）固定資産税

9,994万3千円（47.5%）

軽自動車税
1,245万円
（5.9%）

町たばこ税
284万3千円
（1.4%）
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総務関係
　財産管理関係では、５件の空き家の取壊しを行い、小東地区に駐車場を整備した。また、本庁舎の
整備として、階段に昇降機を設置し、老朽化した空調を更新した。
　企画関係では、駅前開発事業として、太地駅前の土地の買収、駅前駐車場の整備、園地整備を行った。
　防災関係では、例年同様、国・県の補助金を活用して耐震診断、耐震改修、家具類転倒防止対策支
援事業、ブロック塀撤去事業を実施するとともに、常渡地区、美代取地区に避難路を整備した。
　じゅんかんバス事業においては、バスの乗車料金無償化を維持し利用者の利便性の向上を図った。
　ふるさと納税事業については、寄附金額が前年度比約 2,280 千円の減であった。
　姉妹都市関係では、ブルーム（オーストラリア）との交流事業として中学生５人がブルームを訪れ
た。また、姉妹都市提携 40 周年を記念して、町議会議員団、町民団で白馬村（長野県）を訪れ、交
流を図った。
　選挙関係では、衆議院議員総選挙があり、町長選挙は無投票であった。
　統計関係では、農林業センサスがあった。
　財政関係では、約 5,500 千円の基金の増加となった。
　税関係では、粛々と滞納処分を進め、滞納残高の圧縮に努めた。

種　別 借入額
（千円） 主な事業 令和６年度末 

現債額（千円）

臨時財政対策債 3,000 592,873 

過疎対策事業債 525,100 

【ハード事業】　
　・清掃センター整備事業　ほか
　・（繰越）先平見地区道路新設工事　ほか

【ソフト事業】　
　・じゅんかんバス運行事業　

4,651,349 

緊急防災・減災事業債 52,700 
・�消防救急デジタル無線再整備事業（負担金）、避

難路整備事業　ほか
・（繰越）避難路整備事業

303,453 

その他町債 7,600 公共施設等適正管理推進事業債 
・本庁舎空調整備工事　ほか 338,214 

合　計 588,400 5,885,889 

令和６年度町債借り入れ状況（一般会計）

令和６年度　主 要 施 策 の 成 果令和６年度　主 要 施 策 の 成 果

事　　　業 金　　額 備　　　　考
家屋等解体撤去事業 13,349 ５軒の空き家を解体撤去
小東駐車場整備事業 4,559 小東地区に駐車場を整備
本庁舎整備事業 9,637 階段昇降機の設置、空調設備の更新
駅前開発事業 56,116 太地駅前の土地の買収、駅前駐車場の整備、園地整備

（単位：千円）
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民生関係
　社会福祉関係では、今年度においても、物価高騰に対する生活・経済対策及び低所得者支援の一環
として住民税非課税世帯、子育て世帯などへの給付金事業を実施した。
　また、地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会へ助成するとともに、多目的センターに機能訓
練用トレーニング機器を整備した。地域のケアマネジメントを総合的に行うため、専門職員を派遣し
地域ケア事業を実施した。
　高齢福祉関係では、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう、介護予防事業等を実施する
とともに、生活環境の向上を目的に、買物支援事業、通院支援事業を行った。
　障害福祉関係では、関係機関との連携を図り、安心して利用できるサービスの提供に努めた。
　地域福祉センター梛関係では、町民の介護予防、健康づくり、生きがいづくりの拠点として、各種
事業を実施した。加えて、施設の適切な運営が行えるよう維持管理に努めた。
　児童福祉関係では、少子化対策として、生まれた子ども１人につき 30 万円の支給を行い、小中高
の入学時に各５万円の祝金を支給した。

種　別 借入額
（千円） 主な事業 令和６年度末 

現債額（千円）

臨時財政対策債 3,000 592,873 

過疎対策事業債 525,100 

【ハード事業】　
　・清掃センター整備事業　ほか
　・（繰越）先平見地区道路新設工事　ほか

【ソフト事業】　
　・じゅんかんバス運行事業　

4,651,349 

緊急防災・減災事業債 52,700 
・�消防救急デジタル無線再整備事業（負担金）、避

難路整備事業　ほか
・（繰越）避難路整備事業

303,453 

その他町債 7,600 公共施設等適正管理推進事業債 
・本庁舎空調整備工事　ほか 338,214 

合　計 588,400 5,885,889 

事　　　業 金　　額 備　　　　考
避難路整備事業 6,409 常渡地区と美代取地区に避難路を整備

町営じゅんかんバス運行事業 46,530 じゅんかんバス、フリー乗降バス、自動運転車両
の運行（乗車料金無償）

姉妹都市交流事業（ブルーム） 7,889 太地中学生、ブルーム中高生を主とした交流事業
姉妹都市交流事業（白馬） 1,205 白馬村との交流事業。令和６年度は 40 周年記念。
ふるさと納税事業 60,667 業務委託、返礼品等
基金積立 340,000 財政調整基金、減債基金、ふるさと創生事業基金の積立

事　　　業 金　　額 備　　　　考

社会福祉費

13,315 地域ケア事業委託料
41,503 社会福祉協議会助成金
58,894 価格高騰緊急支援給付事業
32,209 国民健康保険事業会計への繰出金

老人福祉費

4,442 介護予防事業委託料
2,388 買物等支援事業委託料
3,855 通院支援事業委託料

62,591 介護保険事業会計への繰出金
81,087 後期高齢者医療事業会計への繰出金

障害者（児）福祉費 9,356 医療費（自立支援医療費・療養介護医療費・重度
心身障害児（者）医療費）

150,029 障害者（児）福祉サービス費
地域福祉センター梛管理費 6,002 施設維持管理

児童福祉費

4,200 出産祝金
1,200 出産・子育て応援交付金

26,345 児童手当
6,222 価格高騰緊急支援給付事業（こども加算）

乳幼児医療対策費 8,023 乳幼児医療費、就学児医療費
ひとり親福祉費 1,659 ひとり親医療費

（単位：千円）

（単位：千円）

5



衛生関係
　保健関係では、住民が「健康でありたいと願い行動する町」を目指し、引き続き各種検診や健康教
育等を推進した。疾病予防対策では、健 (検 )診の利便性向上、健 (検 )診の精度管理の整備、人間
ドック事業、予防接種事業の推進に努めた。本年度においても、感染症による重症者の発生やまん延
防止を図るため、予防接種を円滑・適切に行えるよう、接種体制の整備（確保）に努めた。
　環境衛生関係では、環境保全を図るため、スズメバチの駆除に対する助成、飼い主のいない猫の繁
殖を制限するため助成等を行った。
　清掃関係では、清掃センターの運営・維持管理に加え、塵芥収集車の更新を行った。また、旧清掃
センター解体事業に着手した。
　し尿処理関係では、し尿処理施設の運営に要する経費を負担し、また浄化槽設置補助を行った。

農林水産業関係
　農林業、漁業の振興活性化を図るため各団体への助成事業を行った。
　農業関係では、鳥獣害防止対策として、有害鳥獣の対策事業及び捕獲事業を行った。
　林業関係では、林業振興事業として、本年度も紀州材を活用したベンチを作製し、町内に設置した。
　水産関係では、漁業振興にかかる事業として、稚貝稚魚放流事業、磯根漁場再生事業、ウニ駆除事
業を実施したほか、漁業者の安全を守るため改正を行った小型無人機の飛行禁止にかかる条例につい
て、看板を設置した。また、漁港管理事業として、向嶋船揚場の改修工事を昨年度に引き続き実施、
漁港内施設維持のため、公衆便所等の管理に加え港内漂着物の処理、支障木の伐採等を行った。
　捕鯨対策費としては、全国鯨フォーラム in 太地 2024 を開催した。引き続き関係機関との連携や
協力を図りながら、地域捕鯨を守り、商業捕鯨継続に向け取り組んだ。　
　

労働関係
　労働者福祉の促進を図るため、新宮東牟婁地域労働者福祉協議会に対し、助成事業を行った。

事　　　業 金　　額 備　　　　考

予防費 7,343 予防接種費委託費
2,262 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

母子対策費 4,319 母子保健事業費（健診・相談・健康教育等）
健康増進費 5,764 健康増進費（健（検）診・相談・訪問等）
環境衛生費 71 飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金
塵芥処理費 218,921 清掃センター事業費（清掃センター解体工事等含む）

し尿処理費 13,483 環境衛生一部事務組合負担金
3,320 浄化槽設置費補助金

公衆便所管理費 1,048 公衆便所管理費

事　　　業 金　　額 備　　　　考
労働諸費 30 新宮東牟婁地域労働者福祉協議会助成金

（単位：千円）

（単位：千円）
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事　　　業 金　　額 備　　　　考
鳥獣被害防止事業費 2,389 鳥獣有害駆除報償費他

林業振興費 707 紀州材ベンチ製作（14 基）
199 松くい虫薬剤散布駆除

水産総務費 211 水質検査

漁業振興費
375 磯根漁場再生事業委託料

1,800 稚貝稚魚放流事業助成金
341 ウニ駆除事業補助金

漁港管理費 49,613 向嶋船揚場改修事業
2,497 太地漁港公衆便所塗装修繕

捕鯨対策費 30 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金
1,914 全国鯨フォーラム in 太地 2024 助成金

事　　　業 金　　額 備　　　　考

商工総務費

15,413 商品券配布事業
4,100 南紀くろしお商工会助成金

405 公設市場負担金
163 商工業活性化資金利子補給助成金

観光費

5,138 くじら浜海水浴場事業
3,878 花畑整備事業（人件費含む）

6､ 970 夏山園地整備事業
356 鯨尾びれモニュメント塗装修繕工事

46,167 捕鯨船第一京丸修繕工事
1,500 太地浦くじら祭実行委員会助成金
7,000 太地町花火大会助成金

（単位：千円）

（単位：千円）

商工関係
　商工では、物価高騰による負担を軽減するため、昨年度に引き続き商品券配布事業を行った。また、
例年同様、南紀くろしお商工会への助成等により、商業の振興を図るとともに、近年問題となっている
消費者トラブルについて、防止等の啓発に努めた。
　観光では、観光推進の機運が高まる中にあって、例年実施するくじらと出会える海水浴場の運営、太
地町花火大会の開催、公衆便所をはじめとする各園地・施設等の管理や整備を行った。
　夏山園地については、旧公衆便所跡地を活用しスロープを設置した。
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土木関係
　生活道路の安全・安心な交通を確保するため、道路維持関連を５事業、道路改良関連を５事業を実
施し、都市公園の利用促進を図るため、都市計画関連で１事業を実施した。

教育関係
　本町では「かしこくて、丈夫で、おもいやりのある子どもの育成」をスローガンとし、児童・生徒の「学
ぶ」基礎を確立し、教職員の力量を高めることで確かな学力の定着を図った。また、社会性と集団性
を身に着け、健康増進と体力向上を図り、郷土愛を育む心を育成することで、豊かな人間性の育成に
努めた。さらに、信頼に応える学校づくりと社会の変化に対応した教育を推し進めることで、地域に
根ざした学校づくりを推進した。加えて、「子どもは町の宝物」という考えのもと、高校を卒業する
までは保育・教育に要する費用を町が全面的に支援することで、家庭における経済的負担の軽減を図
った。
　こども園費では、平成 30 年度から０歳児保育を実施しており、よりきめ細やかな保育の充実に努
めるべく職員を増員し、保育体制を強化した。また、給食費の無償化も実施した。

消防関係
　救急関係では、例年同様、救急技術向上のため消防署主催のメディカルコントロール協議会への参
加、小中学校の生徒や住民に対して応急処置、AED 取扱い等の講習会を開催した。また、消防学校
へ職員を派遣し、新規救急隊員を育成した。さらに、今年度については、高規格救急車１台を新たに
購入した。
　消防団関係では、消防団員の作業服を、夜間でも目立ち安全が図れるようオレンジ色のラインが入
ったものに変更した。

事　　　業 金　　額 備　　　　考

道路維持費

1,340 常渡線街路樹剪定工事
313 スバル地区里道修繕
81 平見１号線側溝修繕

2,714 南通谷１号線附帯施設整備工事
914 網代崎５号線陥没修繕工事

道路改良費

39,239 常渡線舗装修繕工事
770 汐入地区道路修繕工事

6,577 南通谷１号線道路改良工事（舗装）
41,117 南通谷１号線道路改良工事
46,687 先平見地区道路新設工事

都市計画費 1,749 太地公園日除け設置工事

事　　　業 金　　額 備　　　　考
高規格救急車整備事業 24,750 高規格救急車１台（車内搭載資機材含む。）の購入

消防団員用活動服購入事業 2,310 男性消防団員の活動服を夜間でも目立ち安全が図
れるようオレンジ色のラインが入ったものに変更

（単位：千円）

（単位：千円）
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　教育関係では、高校等へ通学する学生に対し、通学定期券の購入助成を実施した。また、生活習慣
病を未然に予防するため、小学４年生から中学３年生までの児童・生徒を対象に小児生活習慣病予防
検査を実施した。
　小・中学校関係では、教具・教材費及び給食費の無償化を実施し、生活困窮世帯に対しては学用品
等の購入を支援した。また、中学校の修学旅行に要する費用への助成も行った。
　文化財保護事業においては、町制 100 年の節目として「続編太地町史　太地町のあゆみ」を発刊し、
歴史の継承と保全に努めた。
　青少年健全育成事業では、「太地町青少年総合対策本部」を中心に児童・生徒の見守りに努め、地
域全体で子供達を守るための啓発を行った。また、地域の子供たちのつながりと居場所を確保するた
めの取組みを実施する団体に対する助成を行った。
　ジュニア駅伝事業においては、児童・生徒数が減少する中で、参加すること自体が困難な状況では
あったが、スポーツ推進委員等の協力のもと大会に参加することができ、子供たちの成長の一助とす
ることができた。

事　　　業 金　　額 備　　　　考
こども園給食事業 6,570 給食費の無償化を実施（保護者負担なし）
通学定期券購入助成事業 1,748 高校等へ通学する学生に対する通学定期券の購入助成

小児生活習慣病予防対策事業 1,160 生活習慣病を未然に予防するため、小学４年生から
中学３年生までの児童・生徒を対象に検査を実施

外国青年招致事業 3,128 外国青年の招致（ALT）
小学校給食事業 9,120 給食費の無償化を実施（保護者負担なし）
小学校施設整備事業 2,662 教室・職員室間相互連絡装置設置、体育館雨漏り改修
小学校就学援助事業 269 学用品等の購入に対する支援
中学校給食事業 7,249 給食費の無償化を実施（保護者負担なし）

中学校施設整備事業 6,178 給食用エレベーター取替、校内放送システム更新、
体育館無線 LAN 設置、バックネット改修

中学校就学援助事業 325 学用品等の購入に対する支援
中学校生徒修学旅行費助成事業 720 生徒の修学旅行費を助成
カレンダー製作事業 957 町の年間予定が記載されたカレンダーを製作
町史編纂事業（繰越明許） 7,192 続編太地町史の発刊
青少年健全育成事業 553 児童・生徒の見守り活動、地域活動団体への助成等
石垣記念館運営事業 7,830 企画展の開催、施設の維持管理
ジュニア駅伝事業 685 市町村対抗ジュニア駅伝への参加に伴う費用
スポーツ少年団活動助成事業 182 スポーツ少年団活動への助成

（単位：千円）
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1010

　三軒町長が町内在住の、須川時夫さん（99 歳）を
訪問し、お祝いの品を手渡しました。
　ご長寿お祝い申し上げます。
　いつまでもお元気でお過ごしください。　

　国際鯨類施設において「第 4 回 国際鯨類施設公開
講座」が開催され、「日本鯨類研究所と CEQUA ※ 1

の共同研究記念 - チリの捕鯨と CEQUA の生態系研
究 -」が開催されました。
　講座ではルイス・パステネ博士やパオラ・アクーニャ
博士、ホルヘ・アセベド博士が登壇し、チリでのクジ
ラ研究活動や捕鯨史について話されました。

※ 1 CEQUA フエゴ・パタゴニアおよびチリ南極地
域第四紀研究センター

　今年で 4 回目となる、参加型創作・交流イベント
「くじらまみれ」が太地町立くじらの博物館で開催さ
れました。
　本イベントは「クジラ好きアーティスト」の方々を
全国から招き、出展ブースにおいて作品の展示・販売
を行うもので、今年は過去最高の 21 組が出展。
　連日多くの来場客で賑わいました。

　太地中学校において、「薬物乱用防止教室」が開催
されました。
　これは本町の更生保護女性会の働きかけにより
2003 年から始まった取り組みです。
　新宮保健所衛生環境課が近年、若年層で増加してい
る市販薬の過剰摂取（オーバードーズ　通称：OD）
の現状や薬の正しい使い方について説明されました。

9/13㈯〜15㈪

10/1㈬

9/17㈬

10/4㈯

く じらまみれ

薬 物乱用防止教室

長 寿お祝い

第 4 回　国際鯨類施設公開講座
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　令和 7年第 3回太地町議会定例会が、9月 9
日に開会しました。
　今定例会には町長から、報告 2件、補正予
算 6件、決算認定 7件、その他 1件が提出され、
審議されました。
　一般質問では、2名の議員から質問が行われ、
町政一般について町の考えを問われました。

　報　告
　◎健全化判断比率の報告
　◎�公営企業会計に係る資金不足比率の報告
　補正予算
　◎令和7年度太地町一般会計補正予算（第3号）
	 【可決】
　◎�令和 7年度特別会計太地町国民健康保険

事業補正予算（第 2号）	 【可決】
　◎�令和 7年度特別会計太地町介護保険事業

補正予算（第 1号）	 【可決】
　◎�令和 7年度特別会計太地町くじらの博物

館事業補正予算（第 2号）	 【可決】
　◎�令和 7年度企業会計太地町水道事業会計

補正予算（第 1号）	 【可決】
　◎�令和 7年度企業会計太地町公共下水道事

業会計補正予算（第 1号）	 【可決】
　決算の認定
　◎令和 6年度太地町一般会計歳入歳出決算
	 【賛成多数で認定】
　◎�令和 6年度特別会計太地町国民健康保険

事業歳入歳出決算	 【認定】
　◎�令和 6年度特別会計太地町介護保険事業

歳入歳出決算	 【認定】
　◎�令和 6年度特別会計太地町後期高齢者医

療事業歳入歳出決算	 【認定】
　◎�令和 6年度特別会計太地町くじらの博物

館事業歳入歳出決算	 【認定】
　◎�令和 6年度企業会計太地町水道事業会計

決算	 【認定】
　◎�令和 6年度企業会計太地町公共下水道事

業会計決算	 【認定】

　その他
　◎財産の取得	 【可決】
　議員派遣の件
　一般質問
◎森 岡 茂 夫 議員
　1、�7 月 30 日に発令された津波警報への対

応を問う
　　①�対策本部の対応と、対策マニュアルと訓

練について
　　②�主な施設（道の駅・なぎ・国際鯨類施設・

くじらの博物館）の対応と、対策マニュ
アルと訓練について

　　③�主な指定避難施設（中学校・小学校・平
見集会所・多目的センター・駅舎・なぎ・
国際鯨類施設）の対応と、避難人数、対
策マニュアルと訓練について

　　④小中学校のエアコン設置について
　　⑤�主な津波避難タワー（太地防災複合施設・

暖海避難タワー・森浦防災複合施設）の
対応について

　　⑥�酷暑の中での屋外避難者への対応につい
て

　2、夏山地区のインフラと災害対策を問う
　　①貯水槽の老朽化について
　　②減災に役立つ貯水槽の新設について
　　③備蓄庫の位置は適切か
　　④災害時はどこに避難するか
◎海 野 好 詔 議員
　1、子育て支援について
　　①施策・事業について
　　②学童保育について
　　③こども園について
　　④子育て支援政策の担当課は
　2、じゅんかんバスについて
　　①じゅんかんバスの運行について

※議会は傍聴することができます。
会議録はおおよそ3ヶ月後より閲覧できます。
また、令和 4年第 3回定例会以降の会議録
は太地町のホームページで見ることができま
す。

議 会 報 告
令和7年第 3回太地町議会定例会

11
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太地町生き生き情報コーナー

国際鯨類施設　令和7年 11月休日の開館日程
【開館日】11月 8日（土）、22日（土）の午前10時から午後4時まで
【問合せ】国際鯨類施設　指定管理者 :一財）日本鯨類研究所太地事務所　TEL:0735-29-2281
※�なお、日程が変更となることもありますので、その際には防災行政無線や一般財団法人日本鯨類研
究所ホームページにてお知らせいたします。

お知らせ

第3回空き家バンクセミナー
　利用する予定のない住宅を空き家バンクに登録し、問題解決に向けて一歩動き出してみませんか ?
ぜひこの機会にご参加ください。
【日程】令和 7 年 11 月 15 日（土）
　　　　参加費無料、原則予約制（予約に空きがあれば当日でもご参加いただけます）
【時間】13 時 30 分 ~15 時 00 分 / 会場 : 東牟婁振興局 地階第 3 会議室
　　　　定員 :20 名程度    

申込期間 : 11 月 10 日（月）まで　　受付時間 : 平日 9 時 00 分 ~17 時 45 分
申込・お問い合わせ : 東牟婁振興局地域づくり課
　　　　　　　　　　☎ 0735 ‐ 21 ‐ 9627
　　　　　　　　　　　※右記 QR コードからでもお申込みいただけます。
※本事業は和歌山県から委託を受けた和歌山県地域おこし協力隊が（一社）ミチル空間プロジェクト
と連携して実施するものです。

お知らせ

発達障害に関する講演会
　（共催:社会福祉法人やおき福祉会・和歌山自閉症協会・和歌山県発達障害者支援センターポラリス）
概　　要　
〈児童精神科医に聞こう ! あらためて知りたい発達障害　『発達障害を理解すること』〉、: 信州大学医
学部精神医学教室・子どものこころの発達医学教室　准教授　篠山 大明 先生による講演を実施します。
日　　時　令和 7 年 12 月 6 日（土）14:30~17:00（14 時より受付開始）
会　　場　ハナヨアリーナ : ガーデンホテルハナヨ敷地内　
費　　用　無料　　　　　　　　　　　　　　　　定　　員　300 名
対　　象　発達障害に関心のある地域の皆様　　　申込期限　定員に達した時
申込方法　QR コードよりお申込み下さい。もしくは、ポラリスの HP からお申込みできます。
問い合わせ先　和歌山県発達障害者支援センターポラリス　073-413-3200

お知らせ

和歌山県最低賃金が改正決定されました
　和歌山県最低賃金　時間額 1,045 円　　効力発生日　令和 7 年 11 月 1 日
　詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室（TEL 073-488-1152）又は最寄りの労働基準
監督署へお問い合わせください。

お知らせ



「JR 紀勢本線を未来へつなぐために」~新宮 ~ 白浜間の鉄道利用促進にご協力ください ~
　紀勢本線（新宮 ~ 白浜間）は、地域の暮らしや観光を支える大切な交通手段です。しかし、JR 発
足後の利用者の大幅な減少（昭和 62 年度比約 76.7% 減）により、将来的な路線の維持が課題とな
っており、令和 5 年 10 月から紀勢本線活性化促進協議会新宮白浜区間部会（以下、新宮白浜区間部
会とする）において同区間のご利用状況の共有、数値目標の設定、目標達成に向けた利用促進策の議
論・実施等を行っています。
　2025 年 11 月 4 日から「特急くろしお」の増便実証実験をはじめ、以下の利用促進策を実施します。
（1. については、国交省補助金を活用して実施）
1. 特急くろしお増便実証実験（新宮 ~ 白浜間、11 月 4 日 ~2026 年 3 月 31 日）
　　新宮 ~ 白浜間のくろしおが実証期間中月 ~ 木曜日に 1 往復 / 日を増便し、6 往復 / 日運行します。
2.WESTER ポイントバックキャンペーン（予算に達し次第終了、11 月 4 日 ~12 月 31 日）
　　�新宮 ~ 白浜間の特急停車駅から ICOCA を利用して乗車し、新宮 ~ 白浜間を利用するとともに

ICOCA エリア内の駅で下車した方を対象に、運賃の 10% 相当を WESTER ポイント（チャー
ジ専用）で還元します。

　　※白浜駅から乗車し、白浜以北を利用した場合、ポイント付与対象外となります。
3. 利用促進補助（実施中） 
　　�新宮 ~ 白浜間を利用し、校外学習や教育旅行、スポーツ合宿を実施する学生団体に対し、JR によ

る団体割引後の運賃及び特急料金のうち、新宮 ~ 白浜間の運賃等に相当する額を全額補助します。
　鉄道での移動の魅力は、何といっても移動時間に飲食、読書、音楽鑑賞等ができる、車窓から見える絶景、
沿線の魅力を思う存分に楽しめること、安全に目的地に着けること、等が挙げられます。さらに、JR 西
日本インターネット予約サービス「e5489（いいごよやく）」から予約すると、お得にご乗車いただけます。
　皆さまのご利用が、鉄道の未来を支える力になります。この機会にぜひ特急くろしおをご利用ください。

紀勢本線活性化促進協議会新宮 ~ 白浜区間部会

お知らせ
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令和7年度　移動県民相談　開催
日　　時　令和7年 11月 19日（水）午後1時から午後4時まで
場　　所　串本町文化センター　東牟婁郡串本町串本2427
電話番号　0735-62-0006
内　　容　弁護士及び県民相談員による法律相談、行政相談、その他一般相談
予約受付　令和7年 11月 5日（水）から　東牟婁振興局総務県民課へ電話予約（先着9名）
電話番号　0735-21-9607
　

お知らせ

税を考える週間　これからの社会に向かって
　国税庁では、毎年 11 月 11 日から 17 日を「税を考える週間」として、国民の皆様に租税の意義や役割、
税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、集中的に広報活動を実施しています。 
　今年も国税庁ホームページ内に特設ページを設け、国税庁の各種取組について紹介していますので、
ぜひ、ご覧ください。
　問い合わせ先　新宮税務署　　TEL:0735-22-5261

お知らせ
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広報たいじに関するアンケート調査の実施について
　　町民の皆さまに広報たいじをもっと手にとっていただくため、
アンケート調査を実施します。なお、回答につきましては、QR
コードより回答をお願い申し上げます。

お知らせ

基礎控除の改正関係説明会・年末調整説明会のお知らせ
　令和 7 年度税制改正「基礎控除等の見直し及び特定親族特別控除の創設」及び令和 7 年分の源泉
所得税の年末調整のしかたについて、昨年との変更点や留意事項をわかりやすく説明します。
日時・場所
　11 月 20 日（木）基礎控除の改正関係説明会 13:30~14:00、年末調整説明会 14:10~16:00　　
　和歌山東漁業協同組合
　11 月 21 日（金）基礎控除の改正関係説明会 13:30~14:00、年末調整説明会 14:10~16:00　　
　新宮商工会議所
事前予約制となっておりますので、参加希望の方は、必ず、電話でお申込み下さい。
申込・問い合わせは、( 公社 ) 新宮納税協会　電話 0735-22-3698 まで。

お知らせ

令和 7 年 11 月 1 日から「 し尿汲み取り料金・浄化槽清掃料金」 が改定されます ~ 大浦浄苑 ~
　現在のし尿汲み取り料金・浄化槽清掃料金の原価は、平成 27年 10月から 18リットルあたり
220円（税込み）となっていますが、昨今の人件費や物価の高騰により、汲み取り・清掃にかかる
車両価格・燃料費・修繕費などの費用が著しく増加しています。
　そのため、令和 7 年 11 月 1 日からし尿汲み取り料金・浄化槽清掃料金が下記のとおり改定され
ることになりましたので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　汲み取り便槽　　　　共に　18 リットルあたり
　単独浄化槽　
　合併浄化槽
※�浄化槽（単独・合併）を設置されている方は、浄化槽法に基づく保守点検と年1回の清掃（汚泥引抜）、
年 1回の法定検査が義務付けられています。これらを実施しないと浄化槽の機能が正常に働かな
くなり、浄化槽を損傷する恐れがありますので、必ず実施してください。
　�また、長期間清掃していない・浄化槽機能維持のために全量引抜きをするなどの場合は、別途料金
が発生します。
　

お知らせ

お知らせ

260 円（税込み）に改定
　（原価 237 円 + 消費税 23 円）

回答用QRコード
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★日　時　令和 7 年 11 月 30 日（日）10:00~12:00　
★会　場　太地町公民館　調理実習室　　　★定　員　20 名　　★参加費　無料
〇おいしい・楽しいコーヒーの淹れ方を、実践しながら一緒に体験してみましょう。
★�参加希望の方は、11 月 5 日（水）~11 月 21 日（金）までに太地町公民館（59-2335）へお電話

ください。

お知らせ

〔生涯学習講座ご案内〕一般講座　No.8		
講師 : 土肥　研吾　氏「コーヒー講座」

★日　時　令和7年 12月 11日（木）13:30~15:30　
★会　場　太地町公民館　　　★定　員　20名　　★参加費　無料
★�折形（おりかた）とは、紙を用いてハサミや糊を用いず物を包む、
贈答の礼法です。室町時代の武家社会により発展し、江戸・明治
の時代で一般に広まりました。今回は、お年玉包みと祝箸包みを
お教えします。
★�参加希望の方は、11月 5日（水）~11月 28日（金）までに太地
町公民館（59-2335）へお電話ください。

お知らせ

〔生涯学習講座ご案内〕一般講座　No.9
「折形（おりかた）の歴史と実践」　　講師 : 玉

た ま き
置　享

りつれい
玲　氏

令和7年度太地町グラウンドゴルフ交流大会開催
健康づくりや生きがいづくり、また、町民同士の親睦を深めていただくことを目的としてグラウンド
ゴルフ交流大会を開催しますのでお知らせします。
★日　時　令和 7 年 11 月 17 日（月）受付　9:45~
　　　　　開会式　10:00       閉会式　11:30（予定）　
★会　場　太地町民グラウンド
★参加者　太地町在住の方　一人から参加可
★参加費　無料
★申込期限　11 月 12 日（水）まで
申込もしくは詳細につきましては太地町教育委員会（59-2335）までお問い合わせください。

お知らせ

自衛官等の募集案内
お知らせ

▶お申込み・お問い合わせは自衛隊新宮地域事務所まで（0735-21-3449）平日 9:00~17:45

転職や就職をご検討中の方はぜひお問い合わせください。
自衛隊新宮地域事務所で説明会を実施しています。

受験種目 応募資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生 18 歳以上 33 歳未満
の者（採用予定月末
日現在の年齢）

年間を通じて行ってお
ります。

受付時にお知らせいたしま
す。 自宅等（Web 試験）

一般曹候補生 9/16（火）~11/21（金）11/29 日（土）~12/2( 火 ) 受付時にお知らせ
いたします。



住民福祉課だより
『 住民福祉課だより 』の

各種内容に関するお問合わせは、住民福祉課までお願いします。
☎ 0735-59-2335（代）

太地町人権啓発講演会 人権に関する相談窓口のお知らせ

部落差別のない社会の実現に向けて　〜11月 1日〜 30日は「同和運動推進月間」です〜

講演テーマ　今の私がポジティブでいられる理由

講師　川
かわむら
村エ

え み こ
ミコ（お笑いタレント）

　日　時 : 令和 7 年 11 月 15 日（土）　
　　　　　13:30~15:00　　開場 13:00
　会　場 : 太地町公民館　大集会室

プロフィール
1979 年 12 月生まれ、神奈川県出身。
お笑いコンビ「たんぽぽ」として活躍する。
幼少期から学生時代に実際に体験した嫌な思い出エ
ピソードをもとに、自身が実践してきたこと、時を
経て学んだことなど、今の自分が輝いている理由に
ついて語り、悩み苦しむ人々の明日が明るくなるよ
う講演活動を行っている。

【主な出演番組】
　・日本テレビ系「世界の果てまでイッテ Q!」
　・東海テレビ「スイッチ !」

【本】
　・集英社「わたしもかわいくうまれたかったな」

　和歌山県では、県民の皆さんとともにさまざまな取組を行ってきた結果、同和問題は解決へと向かっ
ています。
　しかし、今もなお、同和地区を避ける日的で同和地区の所在を県や市町村に問い合わせる行為や、
インターネット上に特定の地域が同和地区であると指摘する投稿や同和関係者を誹謗中傷する投稿を
行うなどの部落差別が発生しています。
　このことから、部落差別の解消をより一層推進するため、「部落差別の解消の推進に関する条例」
に則り、教育・啓発、相談対応やインターネット上の差別投稿をプラットフォーム事業者等に削除要
請するなどの取組を行っています。
　県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題とし
て残されていることをご認識いただき、部落差別解消に向けご協力をお願いします。

　和歌山県では、 人権に関する様々な相談に応
じるため、 （公財）和歌山県人権啓発センター
に人権相談員を配置しているほか、 弁護士によ
る法律相談を実施しています。
　人権に関する問題でお困りの方は、一人で悩
まず、 ご相談ください。

【( 公財 ) 和歌山県人権啓発センター】
■常設相談 ( 電話相談、面接相談 )
TEL 073-421-7830/FAX 073-435-5421
開設日 月曜日 ~ 金曜日 ( 祝日、年末年始除く )
時間 午前 9 時 ~ 午後 4 時
●弁護士による法律相談 ※事前予約制
(面接相談、振興局 (海草除く)からのオンライン相談)
TEL 073-435-5420 / FAX 073-435-5421
開設日　奇数月：第 2 土曜日・第 4 木曜日
　　　　偶数月 : 第 2・第 4 木曜日
　　　　※祝日の場合は、原則、 その翌日
時　間　午後 1 時 ~ 午後 4 時
※�和歌山県人権政策課や各振興局総務県民課でも相談

できます。

【同和問題（部落差別） の相談窓口】
⃝（公財） 和歌山県人権啓発センター
　TEL 073-421-7830　FAX 073-435-5421
⃝和歌山県人権政策課
　TEL 073-441-2563　FAX 073-433-4540
　※各振興局総務県民課でも相談できます。

【お問い合わせ先】
　和歌山県人権政策課
　TEL 073-441-2561
　FAX 073-433-4540
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住民福祉課だより

　　ひきこもり支援ステーション事業
新宮市・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町

　あづまプラッツとは、「外へ一歩踏み出したい」「誰かと話をしたい」そんなときに気軽に立ち寄れ
る「居場所」です。支援員が生活のこと、将来のこと、そのほか困っていることについて、ご本人や
ご家族から相談をお受けします。
　今年度から、児童家庭支援センター「のこのこ」との連携により、これまで 15 歳以上を対象とし
ていた出張相談の対象年齢を 0 歳からに拡大しました。小さなお子さんや子育て中のご家庭の不安・
困りごとについても、お気軽にご相談いただけます。
　下記の日程で支援員による出張相談を行います。お住まいの市町村以外でも、ご予約が可能です。
ご都合の良い日に電話または FAX でお申し込みください。

《お申込み先》
ひきこもり者社会参加支援センター　あづまプラッツ

TEL/FAX　0735-22-5570
くまのっ子児童家庭支援センター　のこのこ

TEL/FAX　0739-45-8818

那智勝浦町 令和 7 年 8 月 19 日（火）	 13:30~16:30
場所 : 那智勝浦町福祉健康センター

串本町 令和 7 年 9 月 26 日（金）	 13:30~16:30
場所 : 串本町役場 1 階　会議室 3

北山村 令和 7 年 10 月 23 日（木）	 13:30~16:30
場所 : 北山村立村民会館

古座川町 令和 7 年 11 月 7 日（金）	 13:30~16:30
場所 : 古座川町立公民館

新宮市 令和 7 年 12 月 18 日（木）	 13:30~16:30
場所 : 新宮市役所　福祉課

太地町 令和 8 年 2 月 19 日（木）	 13:30~16:30
場所 : 太地町公民館	
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　東新・森浦・寄水の 3 つの集会所でそれぞれ毎月 2 回の体操
教室を開催しています。いすに座って行う体操が基本となりま
すので、“かる ~ く体を動かしたい”“家に閉じこもりがちで誰
かとお話をしたい”という方は、ぜひお越しください（お申し
込みは不要です）。

18

通院サービス事業

なかよし体操参加者募集中 !

　在宅の高齢者の方に対して移動手段を確保し、
医療機関への送迎を実施することにより、地域に
おいて自立した生活を継続していただくための事業	
を行っています。
対象者
　〇　太地町に住所を有する 65 歳以上の高齢者
　〇　移動手段にお困りの方（「車の運転」「公共交通機関の利用」「家族の送迎支援」が難しい）
　〇　介護保険制度における通院等乗降介助の適用が受けられない方 
実施日
　毎週月 ~ 金曜日（土、日、祝日、12 月 29 日 ~ 翌年 1 月 3 日の間は運休します）
運行範囲
　利用者の居宅から那智勝浦町立温泉病院または新宮市立医療センターの送迎
通院中の介助
　利用中の介助や院内の付き添いはできません。介助が必要な場合は、
　介助者の方と同乗してください。
利用料
　無料です。
利用申請
　通院サービス事業の利用をご希望の方は、あらかじめ
　利用申請のお手続きを太地町社会福祉協議会までお願いします。

問合せ先 太地町地域包括支援センター（太地町社会福祉協議会と共用）
TEL:（0735）59-3380 又は FAX:（0735）59-4332

※ 毎月の予定は本紙の社協だより「事業予定表」に記載しています

<11 月の予定 > 東新集会所 : 
11 月 
10 日（月）・17 日（月）

以下の日はビデオの日となります
・10 日寄水
・17 日東新・森浦

森浦集会所 : 
寄水集会所 : 

※ ビデオの日は、参加者のみなさんで行う自主活動の日です
<　対 　 象　> どなたでも参加できます

<　持 ち 物　> 水分補給用の飲み物をお持ちのうえ、動きやすい服装でお越しください。
また、なかよし体操に参加されている方は出席ファイルをご用意ください。



認知症についての講演会 ～認知症をもっと知ろう～ を開催しました
　９月１９日（金）に、太地町公民館にて「認知症についての講演会～認知症をもっと知ろう～」を
開催しました。認知症サポート医の坂野医院院長 坂

さ か の
野 智

ともひろ
洋 先生を講師にお招きし、認知症の原因と

なる主な病気についてのお話や、それらの病気の診断と治療に関すること、そして認知症の予防のこ
と、軽度認知障害（MCI）のこと、認知症の方を介護されている方へ向けたお話などをしていただ
きました。当日は、認知症に関心のある方など 104 名の方にご参加いただきました。参加された皆
様は、坂野先生の講話に傾聴されていました。

認知症サポート医とは
　認知症サポート医とは、各都道府県や指定都市が実施
する「認知症サポート医養成研修」を修了し、認知症の
人の診療に習熟した医師のことです。主な役割は、地域
のかかりつけ医等の助言役や相談役となること、専門医
療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役とな
ること、そして地域のかかりつけ医の認知症対応力向上
のための研修企画・講師を務めることです。講師の坂野
先生も認知症サポート医として地域の認知症医療・介護
連携の推進にご活躍されています。

坂野先生の講演より（一部抜粋）
「認知症の原因となる病気の中には治るかもしれない病気もあります。しかし治るかもしれない病気
も、何の診断を受けずに早く治療を始めないままだと治らなくなってしまいます。また、薬の治療を
早期に始めることで病気の進行を遅らせることもあります。早めに診断をきちんとつけること、そ
して医療と介護が連携していくことが大事です。ご家族の負担もありますので、みんなでサポート
していくという形が必要になってきます。」

「常に 100 点の介護を目指さないでください。介護はマラソンのようなもの。100 Ｍ走のようにずっ
と全力疾走してはリタイアしてしまう。そうなると、介護をする家族も介護を受けている方も大変
なことに。疲れたら休めるようにすること。できないこと、できることを考えながら、介護サービ
スも利用しながら、無理をしないで介護してくださいね。介護者のまわりの方は、話し相手、相談
相手になってください。家族だけでなくて、社会みんなで介護できる環境を目指したいですね。」

認知症についての相談はこちらへ
　①医療機関へご相談ください
　�　かかりつけ医、または認知症サポート医のいる医療機関や認知症診療相談医療機関にご相談く

ださい。相談医療機関の情報は地域包括支援センターにお問合せください。もしくは「和歌山県
認知症診療相談医療機関」で Web 検索してください。

　②地域包括支援センターにご相談ください。
　　高齢者に関することならなんでも相談できます。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　
太地町地域包括支援センター
　電話（０７３５）５９－３３８０　　ＦＡＸ（０７３５）５９－４３３２
　E-Mail　taijihoukatsu@kind.ocn.ne.jp
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認知症キッズサポーター養成講座を開催しました

レスキューポットを配布します

　９月１９日（金）に太地小学校５年生を対象に、認知症キッズサポー
ター養成講座を開催しました。
　地域包括支援センター職員による認知症についてのお話や、絵本「ば
あばは、だいじょうぶ」の朗読を通して、児童の皆さんに認知症の人へ
の接し方などについて考えてもらいました。
　受講した後、児童の皆さんからは「寄り添ってあげたい。」

「やさしく声をかけて安心させてあげたいです。」「手助けを
したり、サポートしてあげてみたい。」「認知症のことをもっ
としれてとてもよかったです。」など、たくさんのご感想を
いただきました。

　11 月上旬より、65 歳以上のひとり暮らし高齢者等に地域包括支援センター職員が直接対象者の方
のご自宅に訪問し、レスキューポットを配布いたします。災害時や救急活動における要援護者支援策
として有効な救急医療情報用紙（緊急連絡先、かかりつけ医、薬の服用情報等）を入れるプラスチッ
クの筒を、決まった場所（冷蔵庫、玄関・下駄箱）に置いておくことにより、救急活動等が迅速、的
確に行われるというものです。ＮＰＯ法人和歌山県腎友会から太地町へレスキューポットが寄贈され、
平成 28 年度より実施しています。

　配布の対象者は下記のとおりです。
これまでにレスキューポットを受けとっていない方であり、令和７年４月１日現在で・・・
　　①　65 歳以上の高齢者でひとり暮らしの方
　　②　80 歳以上の方のみの世帯の構成員である方
　　③　障がいのある方で次の手帳をお持ちであり、ひとり暮らしの方
　　　　（身体障害者手帳 1・2 級、療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１、
　　　　精神障害者保健福祉手帳 1・2 級）
　　④　透析治療を受けている方
　　⑤　その他、配布が必要と町長が認める方
　　　　（住民福祉課までご相談ください）

すでにレスキューポッドをお持ちの方へ
救急医療情報用紙の内容をご確認ください！
　緊急連絡先や、かかりつけ医、薬の情報等が古いままになってい
ませんか？迅速、的確な救急活動が行われるよう、現在の内容と違っ
ている場合は修正をお願いします。

新しい救急医療情報用紙をご希望の方は・・・
役場住民福祉課および太地町社会福祉協議会の窓口に用紙を設置し
ています。または下記の太地町社会福祉協議会ホームページから用
紙をダウンロードできます。
https://www.taiji-shakyo.or.jp/
もしくは太地町地域包括支援センターまでお問い合せください。

太地町社協 検索
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太地町社会福祉協議会 / 地域包括支援センター

TEL　0735–59–3380/FAX　0735–59–4332/ 本会 HP 

名　称 日　程 時　間 会場・備考 内容・対象など

あおぞら体操

（毎週水曜日）
5 日・12 日

・19 日・26 日

9:30~ 暖海ゲートボール場

ラジオ体操やご当地健康体操を屋
外で実施します
どなたでも参加できます

10:00~ 森浦地蔵院前
10:30~ 平見消防屯所前

（毎週木曜日）
6 日・13 日

・20 日・27 日

9:30~ 多目的センター駐車場
10:00~ 東の浜ふれあい広場
10:30~ 平見公園

男のトレーニング塾
（毎週水曜日）

5 日・12 日
・19 日・26 日

9:30　　
~10:30 多目的センター

町内にお住いの 60 歳以上の男性で
かつ介護認定を受けていない方医
師に運動の制限を受けていない方

まめなかに倶楽部
( 毎週金曜日）
7 日・14 日

・21日・28 日

9:30　　
~10:30 多目的センター 町内にお住いの 65 歳以上の方

医師に運動の制限を受けていない方

なかよし体操

東新（月曜日）
10日・17日

13:30　
~14:30

東新集会所
椅子に座って行う体操教室です
毎月 1 回は録画したビデオを見な
がら体操を実施する日があります
どなたでも参加できます

森浦（月曜日）
10日・17日 森浦集会所

寄水（月曜日）
10日・17日 寄水集会所

ふれあいサロン
いっぷく亭

東新（水曜日）
19日

13:30　
~15:30

東新集会所

茶話会を中心に、不定期で生活や
健康に関するお話会を実施します
廃油の回収を行っています
どなたでも参加できます

寄水（水曜日）
5日・26日 寄水集会所

森浦（水曜日）
5 日 森浦集会所

平見（水曜日）
12 日 平見集会所

暮らしの相談
話処「くじら」 20 日（木曜日）

10:00~ 平見集会所
暮らしに関する出張相談所です。
家族や友人のこと、病気や介護の
こと等一人で悩まずにご相談くださ
い。

11:00~ 老人憩の家
13:15~ 東新集会所
14:15~ 寄水集会所
15:15~ 森浦集会所

社協の
エクササイズ教室

〜筋トレ〜
19 日（水曜日） 19:00　

~20:00 多目的センター
町内にお住いの介護認定を受けて
いない方
医師に運動の制限を受けていない方

買い物
　支援サービス 19 日（水曜日）

バス時刻表は
過去発行の広報誌で
確認をお願いします。

受付開始 :1 日 ~
締 切 り :10 日

町内にお住いの 65 歳以上のひと
り暮らし又は高齢者のみ世帯の方

（要申込み）
※その他非該当となる要件があります

カフェ
「オレンジポピー」 25 日（火曜日） 13:30　

~15:30

旧岡本　研氏宅
太地水産共同組合事

務所付近

認知症のことや介護のことなど、
お茶を楽しみながらおしゃべりす
るカフェです。
どなたでも参加できます。

○ 11 月の事業予定表
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住民基本台帳
（令和 7 年 9 月末日現在）

総人口 2,820 人
　　男  1,268 人
　　女  1,552 人

世帯数   1,569 世帯
（前月比 : 総人口  ２人減
              世帯数  増減なし）

《保健衛生関係 11月行事予定》
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

11 月 12 日（水）成人健康相談（血圧測定）

10：30~11：00 公 民 館
13：00~13：30 平見集会所
13：45~14：15 老人憩の家
14：30~15：00 寄水集会所

11 月 17 日（月）成人健康相談（血圧測定） 14：30~15：00 森浦集会所
11 月 26 日（水） 乳幼児健康相談 10：00~11：30 ふれあいルーム
※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、ご自宅で採尿し、ご持参ください。

健康教育
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

なかよし体操 なかよし体操及びあおぞら体操の日程は、
本誌 21 ページの社協だより“事業予定表”欄へ掲載しています。あおぞら体操
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白馬から
のお便り

姉妹
都市「白馬村」コーナ

ー

商品券の使用期限について
太地町商品券の使用期限は、令和 7 年 12 月 31 日（水）
までとなっております。期限内に使用いただきますよう
お願い申し上げます。

太地町役場産業建設課・総務課
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